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(54) 【発明の名称】移動体通信用携帯端末装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

  携帯端末装置に一定以上の加速度または振動を検知する応答センサを設けるとともに手

の接触，非接触を検知するか、またはスイッチのオンオフにより誤応答を防止する誤応答

防止センサを設け、

  前記誤応答防止センサが手の接触を検知しているか、またはスイッチがオン状態であっ

て、前記応答センサが一定以上の加速度または振動を検知したとき、オフフック動作を行

う制御手段を設けたことを特徴とする移動体通信用携帯端末装置。

【請求項２】

  携帯端末装置に手の接触または携帯端末装置本体に手の一部が接触した状態で一定以上

移動したことを検知する応答センサを設けるとともに手の接触，非接触を検知するか、ま

たはスイッチのオンオフにより誤応答を防止する誤応答防止センサを設け、

  前記誤応答防止センサが手の接触を検知しているか、またはスイッチがオン状態であっ

て、前記応答センサが手の接触または携帯端末装置本体に手の一部が接触した状態で一定

以上移動したことを検知したとき、オフフック動作を行う制御手段を設けたことを特徴と

する移動体通信用携帯端末装置。

【請求項３】

  前記一定以上の加速度を検知する応答センサはショックセンサまたはジャイロセンサで

あることを特徴とする請求項１記載の移動体通信用携帯端末装置。

【請求項４】
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  前記手の接触を検知する応答センサおよび誤応答防止センサは、前記携帯端末装置の外

観表面に露出するように１以上の導体を埋め込み、導体間の抵抗の変化または静電容量の

変化により検知するタッチセンサであることを特徴とする請求項１または２記載の移動体

通信用携帯端末装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】

本発明は、コードレス電話，携帯電話，ＰＨＳ等の移動体通信用携帯端末装置、さらに詳

しくいえば着信時の応答動作に関する。

【０００２】

【従来の技術】

コードレス電話，携帯電話，ＰＨＳ等の移動電話機は、屋外および屋内で場所を選ばずに

手軽に通話できることから普及し始めている。

移動電話機は通信事業者のネットワークまたは他の携帯端末装置から着信信号を受信した

とき、携帯端末利用者を呼び出すために呼出音や携帯端末の振動により通知している。

従来は携帯端末利用者は着信に対しキーパッドを押し下げることにより応答していた。ま

たは、キーパッド部分を保護するためのフリッパーを有するタイプの移動電話機はフリッ

パーを開くことにより、スイッチを動作させて応答していた。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、当該利用者が自動車を運転中に着信があって移動電話機を注視できない場合に

は、キーパッドを押して応答することは大きな負担になるばかりでなく非常に危険でもあ

る。フリッパーを有するタイプの移動電話機でも同様である。

そこで危険を避けるために例えば路肩に車を止め安全を確保した状態で応答する場合には

、呼出を受けてから応答するまでに長い時間がかかってしまう。

また、移動電話機を携帯していても、場合によっては離れたところに携帯電話を置かなけ

ればならない場合があり、かかる場合に着信があったときにはやはり応答が遅れることと

なる。

本発明の課題は、上記課題を解決するもので、キーパッドを注視しなくても、また離れた

ところからも容易に着信に応答することができる移動体通信用携帯端末装置を提供するこ

とにある。

【０００４】

【課題を解決するための手段】

  前記課題を解決するために本発明による移動体通信用携帯端末装置は、携帯端末装置に

一定以上の加速度または振動を検知する応答センサを設けるとともに手の接触，非接触を

検知するか、またはスイッチのオンオフにより誤応答を防止する誤応答防止センサを設け

、前記誤応答防止センサが手の接触を検知しているか、またはスイッチがオン状態であっ

て、前記応答センサが一定以上の加速度または振動を検知したとき、オフフック動作を行

う制御手段を設けた構成としてある。

  また、本発明は、携帯端末装置に手の接触または携帯端末装置本体に手の一部が接触し

た状態で一定以上移動したことを検知する応答センサを設けるとともに手の接触，非接触

を検知するか、またはスイッチのオンオフにより誤応答を防止する誤応答防止センサを設

け、前記誤応答防止センサが手の接触を検知しているか、またはスイッチがオン状態であ

って、前記応答センサが手の接触または携帯端末装置本体に手の一部が接触した状態で一

定以上移動したことを検知したとき、オフフック動作を行う制御手段を設けた構成として

ある。

  なお、前記一定以上の加速度を検知する応答センサはショックセンサまたはジャイロセ

ンサを用いることができる。また、前記手の接触を検知する応答センサおよび誤応答防止

センサは、前記携帯端末装置の外観表面に露出するように１以上の導体を埋め込み、導体

間の抵抗の変化または静電容量の変化により検知するタッチセンサを用いることができる
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。

【０００５】

【作用】

  上記構成によれば、着信があった場合キーパッドを注視することなく片手で容易に応答

することができ、しかも鞄等に入れた状態で予期しない加速度や振動が加わった場合でも

誤応答することはない。

【０００６】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態をさらに詳しく説明する。

図１は本発明による移動体通信用携帯端末装置の外観の実施の形態を示す斜視図で、（ａ

）は一部破断して示した図，（ｂ）は利用者が把持して振りおろす状態を示す図である。

携帯端末装置本体１は、受話部５，表示部７，キーパッド１２および送話部６を有してい

る。

応答センサとしてショックセンサ３が携帯端末装置本体１の下部に内蔵されている。

【０００７】

ショックセンサ３は、加速度が加わると一方の接点がその加速度によって移動し、他方の

接点に接触することにより、携帯端末装置本体１の加速度を検出するものである。

キーパッド１２を設けた正面と側面の境目に誤応答防止タッチセンサ２が埋め込まれてい

る。

タッチセンサ２は、４個の導体を携帯端末装置本体１の外郭に埋め込み、その端部が露出

したものであり、（ｂ）に示すように利用者９が携帯端末装置本体１を握ると、各導体間

の抵抗値は略短絡に近い値となる。

【０００８】

図２は、図１の移動体通信用携帯端末装置の回路の実施の形態を示すブロック図である。

ショックセンサ３と誤応答防止タッチセンサ２はプロトコル制御装置２４の機能の一部で

あるフック制御部２３に接続されている。

無線送受信部２６は、無線インタフェース部２５を介してプロトコル制御装置２４に接続

されている。

【０００９】

発信する場合は、利用者はキーパッドのオフフックボタンを押し発信状態に移行して相手

電話番号を押す。プロトコル制御部２４は無線インタフェース部２５を介して相手電話番

号を無線送受信部２６に送出する。無線送受信部２６は相手電話番号および他の情報で変

調した搬送波をアンテナ８より発射する。

一方、着信があった場合、その呼出情報が無線送受信部２６で復調され、無線インタフェ

ース部２５を介してプロトコル制御装置２４に入力する。プロトコル制御装置２４は呼出

情報から自らの呼出しであることを認識すると、図示しないスピーカにより呼出信号を出

力する。

【００１０】

通常、利用者は呼出しに対し、オフフックボタンを押すことにより応答することができる

。

ところが、例えば、自動車を運転中等に呼出しを受けた場合、オフフックボタンを押すこ

とは困難なことが予想される。かかる場合には、利用者は携帯端末装置本体１を持ち、強

く振りおろして応答する。

利用者が携帯端末装置本体１を握っていない状態では誤応答防止タッチセンサ２は検知信

号を出力していないためフック制御部２３はショックセンサ３からの検出信号を受け付け

ないように制御している。これは、車の振動等により携帯端末装置本体１に一定値以上の

加速度が加わってショックセンサ３がそれを検出することにより、誤って応答信号を送出

するのを防止するためである。

【００１１】

利用者が携帯端末装置本体１を握ると、誤応答防止タッチセンサ２の導体間は略短絡状態
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となりフック制御部２３はショックセンサ３からの検出信号の受付を可能とする。この状

態で図１（ｂ）のように利用者９が矢印Ａの示す方向に振り下ろし一定以上の加速度を与

えると、ショックセンサ３は検出信号を出力する。フック制御部２３は、応答信号を発生

し、無線インタフェース部２５を介し無線送受信部２６に送る。無線送受信部２６は応答

信号で変調された搬送波をアンテナ８より発射し、基地局は呼出した携帯端末装置の応答

を知ることができる。

図３は、本発明の他の実施の形態を示す斜視図である。

この例は携帯端末装置の下部に応答センサとしてタッチセンサ１１を設けたものである。

誤応答防止センサとして押ボタン１０を設けてある。

【００１２】

図４は、図２の移動体通信用携帯端末装置の回路の実施の形態を示すブロック図である。

応答センサとしてタッチセンサ１１を用いているため、携帯端末装置を握っているとき誤

ってタッチセンサ１１に触れることが考えられるので、本発明の機能を用いていないとき

は誤応答防止押ボタン１０をオフ状態にしてある。これにより、フック制御部２７はタッ

チセンサ１１からの検出信号を受け付けないように制御する。

携帯端末装置を例えば車の座席の上に置いて本発明の機能を用いる場合には、誤応答防止

押ボタン１０を押してオン状態にする。フック制御部２７は、タッチセンサ１１からの検

出信号の受付を可能とする。

呼出信号によって利用者が携帯端末装置の下部部分を触れタッチセンサ１１に接触すると

、検出信号がフック制御部２７に送られる。

【００１３】

  図５は、本発明の参考例を示す図で、（ａ）は赤外線により応答するときの状態を示す

斜視図，（ｂ）はその回路の概略を示す回路図である。  この例は携帯端末装置１８の下

部に特定のコード化された赤外線を受信する赤外線受信部１４を設け、赤外線送信装置１

５が発射する特定のコード化された赤外線を受けて着信（呼出し）に応答するようにした

ものである。

  図５（ｂ）に示すように赤外線送信装置１５の押ボタン１６を押すと、制御部１２は押

しボタン信号により発光部２２を駆動させる。発光部２２は特定のコード化された赤外線

を発射し、携帯端末装置１８の赤外線受信部１４が特定のコード化された赤外線を検知す

る。フック制御部２０はこれにより応答信号を出力する。

【００１４】

図５の場合は、例えば、フィットネスクラブでエアロバイクなどを行うときは、携帯端末

装置１８を身につけておくことができないので、携帯端末装置１８を近くの椅子やベンチ

１９等に置くことになる。この場合、薄型の小型赤外線送信装置１５を腕にバンドで付け

ておき、呼出があったとき、携帯端末装置１８に向けて赤外線送信装置１５の押ボタン１

６を押すことにより応答することができる。一応、応答しておけば、発信端末側は途中で

呼出しを諦めることなく待つことができる。そこで、利用者は一時エアロバイクを中断し

て椅子やベンチ１９等まで行き携帯端末装置１８を取り上げて通話することができる。

このように利用者よりすこし離れた位置（赤外線では７ｍ以内）に携帯端末装置を置かざ

るを得ない状況が生じた場合には、非常に便利であり着信に対し容易に応答することがで

きる。

【００１５】

以上の実施の形態では応答センサの１つとしてショックセンサを用いた例を示したが、こ

れと同様に加速度を検出するものとしてジャイロセンサを用いても良い。これは予めどれ

だけ動いたかを数値（例えば加速度１００）で設定してあり、加速度が１００以上になっ

た場合に検出信号を出力するものである。

また、応答センサとしてショックセンサ，ジャイロセンサを用いているものは、振りおろ

すだけでなく、叩いても同じように衝撃を与えることができるので、応答を検出すること

ができる。応答センサは一定以上の振動数を検出するものでも良い。

さらに応答センサとして指等を接した状態で擦った場合に応答するこすり検出センサを用
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いることもできる。これは携帯端末装置１８の外郭の一部に導体を埋め込み、指を近づけ

ることにより静電容量を変化させ、この状態で指を移動することにより変化した静電容量

位置が変わることを検出するものである。

赤外線の代わりに電波を用いることも可能である。

【００１６】

【発明の効果】

  以上、説明したように本発明は、携帯端末装置に一定以上の加速度，振動，手の接触ま

たは擦る動作を検知する応答センサを設けるとともに手の接触，非接触を検知するか、ま

たはスイッチのオンオフにより誤応答を防止する誤応答防止センサを設けているので、着

信があった場合、携帯端末装置を注視することなく片手で簡単に応答することができる。

  なお、誤応答防止センサを設けているので、応答での信頼性を損ねることはない。

【図面の簡単な説明】

【図１】   本発明による移動体通信用携帯端末装置の外観の実施の形態を示す斜視図で、

（ａ）は一部破断して示した図，（ｂ）は利用者が把持して振りおろす状態を示す図であ

る。

【図２】   図１の移動体通信用携帯端末装置の回路の実施の形態を示すブロック図である

。

【図３】   本発明の他の実施の形態を示す斜視図である。

【図４】   図２の移動体通信用携帯端末装置の回路の実施の形態を示すブロック図である

。

【図５】   本発明の参考例を示す図で、（ａ）は赤外線により応答するときの状態を示す

斜視図，（ｂ）はその回路の概略を示す回路図である。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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